
１　総括１　総括１　総括１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）　人件費Ｂには、特別職（市長、市議会議員など）に支給される給料、報酬などを含みます。

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、２３年４月１日現在の人数です。

      ３　類似団体：一般市（Ⅳ－1）とは、本市と人口規模、産業構造が類似している団体です。

 (3) 特記事項 (3) 特記事項 (3) 特記事項 (3) 特記事項

ア　平成１７年１０月１日に１市３町１村（佐賀市、諸富町、大和町、富士町、三瀬村）が合併し、現佐賀市が新設されま

　した。また、平成１９年１０月１日付で、川副町、東与賀町及び久保田町を編入合併しました。

イ　現在行っている給与減額措置は、以下のとおりです。

詳細はこちらをご覧ください。

→ ６　特別職の報酬等の状況

→ ５　職員の手当の状況（６）

 (4) ラスパイレス指数の状況（平成２４年４月１日現在） (4) ラスパイレス指数の状況（平成２４年４月１日現在） (4) ラスパイレス指数の状況（平成２４年４月１日現在） (4) ラスパイレス指数の状況（平成２４年４月１日現在）

(参考）

22年度の人件費率

％

16.8

２３年度

特別職 　市長及び副市長の給料を１０～２０％減額

一般職

945,791

人 千円 　　　　　千円千円

人　 　　　　　千円

2,045,534

　　　　　千円

佐賀市の給与・定員管理等について

実質収支

区　　分

15.7

２３年度

　　　　　　Ａ

1,630,505

　　　　　　　千円

235,350

　　計　　Ｂ職員手当給　 料

89,315,423

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費職員数

期末・勤勉手当

　　　　　　％

人件費率区　　分 歳出額　

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（２３年度末）

人件費

　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

給与費 B/A

14,050,792

8,950,849

　管理職手当を５～１５％減額

5,959,5241,466

区 分 減 額 措 置 内 容

一人当たり

千円

6,573

千円

6,106

（参考）

類似団体：一般市(Ⅳ-1)

平均　１人当たり給与費

千円

(H24)

107.4

(H24)

108.5
(H24)

106.9

（H24）

105.0 

110.0 

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

　　　２　類似団体：一般市（Ⅳ-1）平均とは、本市と人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を

　　　　単純平均したものです。

　　　３「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値です。

２　一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在）

(単位：円)

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

１ 号 給 の

給 料 月 額

最高号給の

給 料 月 額

261,900135,600 185,800

243,700 307,800

１級 ４級２級 ３級

222,900

395,800354,700 408,400

289,200 320,600

５級 ６級

456,200 478,200425,200

366,200

８級７級

413,000

(H19)

98.6

(H19)

98.4

(H19)

97.9

（H24）

※参考値

99.2

（H24）

※参考値

100.3

（H24）

※参考値

98.8

90.0 

95.0 

100.0 

佐賀市 類似団体：一般市（Ⅳ-1）平均 全国市平均
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在） (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在） (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在） (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

円 円

円 円

円 円

※「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。

―

―

―

1.75

1.46247,900

206,600

― ―

うち用務員

うち学校給食員

5,775,655

5,779,179

―

― ―

―

―

―

参　　　　考

国

類似団体：一般市（Ⅳ-1）

民間

（Ｄ）

3,479

330,032

年収ベース（試算値）の比較

―

公務員

（Ｃ）

Ｃ／Ｄ

2.022,861,400

1.62

―

361,007

333,071 362,08620

49.7

154

50.8

32

47.5

255

（Ａ）

355,660

307,506

(323,181)

―

368,423

270,465

（285,030

390,390

352,597

339,603 383,723 ―

355,315

367,238

372,906（401,789）

383,679

350,048

357,546

（国ベース）

372,231413,253

国

類似団体：一般市（Ⅳ-1）

42.8

平均給料月額

304,944（329,917）

332,59942.6

42.4

53.5

―

用務員

調理士

廃棄物処理

業従業員

44.7

356,957

佐 賀 市 43.8

佐 賀 県

47.3うち清掃職員

平均給与月額

公 務 員

平均給与月額平均年齢

340,932

区　　分

平 均 年 齢

43.7

330,732

平均給料月額

対応する民間

佐 賀 県

うち用務員 49.2

52.0うち学校給食員

民 間

の類似職種

平均年齢 平均給与月額

区　　分

佐 賀 市

うち清掃職員 6,458,238 3,989,200

―

1.743,330,900

Ａ／Ｂ

佐 賀 市

職員数

区　　分

48.5 168

参考

（Ｂ）

78 1.43

391,102 365,390 ― ― ―347,092

288,200

423,268

平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

392,872

410,795

―

※「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。

※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手

　　当の額を合計したものであり、地方公務員実態調査において明らかにされているものです。

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。

　（平成２１年～２３年の３ヶ年平均）

※ 民間従業員データの基礎となる労働者は、①期間を定めずに雇われている労働者、②１か月を超える期間を定めて雇われ

　　ている労働者、③日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち４月及び５月に、それぞれ１８日以上雇用

　　された労働者のいずれかに該当する労働者（短時間労働者を除く。）をいうが、本市データの基礎となる職員は、民間労働

　　者の①に該当する職員のみであり、②又は③に該当する職員（嘱託）はデータの基礎から除いています。

　　民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては

　　　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

　　　③幼稚園教育職

歳 円

歳 円

歳 円

（注）１　「平均年齢」は、１０進法で表示しています。

      ２　「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ３　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　 

　　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当　　　

　　　　　等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

　　　４　「類似団体：一般市（Ⅳ－1）とは、本市と人口規模、産業構造が類似している団体です。

　　　５  国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）の括弧書きは、給与改定特例法

　　　　　による措置がないとした場合の値（減額前）です。

290,682

423,461

362,488

円

円

円

区　　分

41.1

45.4佐 賀 県

309,769

平 均 給 与 月 額平 均 年 齢 平 均 給 料 月 額

38.0

類似団体：一般市（Ⅳ-1）

佐 賀 市

386,726

323,319

2



(2) 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）(2) 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）(2) 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）(2) 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）

（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）です。

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）

（注）対象となる職員数が１人又は２人の場合は、個人情報保護の観点から「アスタリスク（＊）」としています。

　　　対象となる職員がいない欄については、すべて「ハイフン（－）」としています。

４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）

267,667

137,200

佐　賀　県

273,720

　－

円 311,237

172,200

経験年数２０年経験年数１５年

　　　　　　　　人

63

困難な業務を所掌する課長の職務又はこれに相当する職務

　　　　　　　　％

国

163,987（172,200）

357,997

315,175

―

　　　　　　　　人

区　　　　　分

部長の職務又はこれに相当する職務

高　校　卒

技能労務職

一般行政職

経験年数１０年

円―

円

＊

６　級

区　　分 標　準　的　な　職　務　内　容

　－中　学　卒

８　級

円

大　学　卒

―

高　校　卒技能労務職 135,600

高　校　卒

区　　　　　分

38.6

円

円

30.2

5.6

10.0

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

＊

35

円

円

円

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

職員数

円

円

円

円

１　副課長の職務またはこれに相当する職務

２　困難な業務を分掌する係長の職務又はこれに相当する職務

２　級 高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務

５　級

112

　　　　　　　　人

３　級

１　係長の職務又はこれに相当する職務

２　主任の職務又はこれに相当する職務

　　　　　　　　人

７　級 副部長の職務又はこれに相当する職務

４　級

１　級 一般的な業務を行う主事及び技師の職務

高　校　卒

285,400

円円

一般行政職 大　学　卒 円172,200

佐　賀　市

　　　　　　　　％

7.9

338

　　　　　　　　人

39

432

3.5

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

88

円

１　課長の職務又はこれに相当する職務

２　困難な業務を処理する副課長の職務又はこれに相当する職務

中　学　卒 ―

　　　　　　　　人

13

円

円

3.1

140,100

129,200

円

円

　－円

133,418（140,100）

構成比

　　　　　　　　％

1.2

円

円140,100

（注）１　佐賀市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

１　級 一般的な業務を行う主事及び技師の職務

7.988

１級. 7.9% １級. 6.7%

１級. 2.8%

２級. 3.5%

２級. 3.1%

２級. 5.6%

３級. 38.6% ３級. 40.9% ３級. 43.0%

４級. 30.2% ４級. 29.4%

４級. 24.3%

５級. 10.0% ５級. 10.0%

５級. 13.1%

６級. 5.6% ６級. 6.1%
６級. 7.5%

７級. 3.1%
７級. 2.8%

７級. 2.6%

８級. 1.2% ８級. 1.0% ８級. 1.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２４年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

3



(2) 昇給への勤務成績の反映状況(2) 昇給への勤務成績の反映状況(2) 昇給への勤務成績の反映状況(2) 昇給への勤務成績の反映状況

①勤務成績の評定の実施状況①勤務成績の評定の実施状況①勤務成績の評定の実施状況①勤務成績の評定の実施状況

　　地方公務員法第４０条に基づき、平成１３年度から一般職員に対し９月３０日及び３月１日を評定日として

年２回の人事評価を実施しています。

　

②昇給への勤務成績の反映状況②昇給への勤務成績の反映状況②昇給への勤務成績の反映状況②昇給への勤務成績の反映状況

　職員の勤務成績に応じて、次のいずれかの昇給区分に該当するか判断し、昇給号数を決定しています。

　　平成２４年１月１日の昇給において、行政職給料表を適用している職員１，４１３人中、昇給区分Ａに決定された

　者が３１９名（２２．６％）、区分Ｂに決定された者が１，０４１名（７３．７％）でした。

５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成２３年度） 　１人当たり平均支給額（平成２３年度）

千円 千円

　（平成２３年度 支給割合） 　（平成２３年度 支給割合） 　（平成２３年度 支給割合）

　 期末手当 勤勉手当 　 期末手当 勤勉手当 　 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　 　5～15％ ・役職加算　 　5～20％ ・役職加算　 　5～20％

・管理職加算 　　― ・管理職加算 ・管理職加算 　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　１　勤務成績の評定の実施状況

　地方公務員法第４０条に基づき、平成１３年度から一般職員に対し９月３０日及び３月１日を評定日として

年２回の人事評価を実施しています。

1.45

１号 ０号

２号

Ａ Ｂ

1.35

やや良好でない

昇給区分

特に良好である 良好でない

Ｃ

良好である

昇 給 の

号 給 数

55歳未満 ５号以上 ４号

55歳以上 ３号以上

Ｄ

1.35

０号

0.65

―

1.450.65

佐　　賀　　県 国

1,376 1,549

佐　　賀　　市

2.60

0.65

２号

1.45

10%

2.60 1.35 2.60

　２　勤勉手当への勤務実績の反映状況

　管理職については、直前の人事評価に基づき、成績率を決定しています。

　一般職については、人事評価の反映についてはまだ実施していませんが、懲戒処分を受けた職員については勤務成績

良好でないと判断し、成績率を決定しています。

(2) 退職手当（平成２４年４月１日現在）(2) 退職手当（平成２４年４月１日現在）(2) 退職手当（平成２４年４月１日現在）(2) 退職手当（平成２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年

月分 月分 月分 月分

 勤続 ２５年 月分 月分  勤続 ２５年 月分 月分

 勤続 ３５年 月分 月分  勤続 ３５年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

　その他の加算措置 　その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算）

１人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２３年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当 （平成２４年４月１日現在）（平成２４年４月１日現在）（平成２４年４月１日現在）（平成２４年４月１日現在）

千円

千円

％

33.50

59.28

18 3

医師

59.28

59.28

国の制度（支給率）

15

％

％

15 10

15

41.34

9,559

％

59.28

国

15 ％ 0

59.28

％ 人

支給対象職員数

59.28

18

 勤続 ２０年

41.34

30.55

支給率

47.50

　　支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

　　支給実績（平成２３年度決算）

人

23.50

佐　　賀　　市

30.55  勤続 ２０年

869

47.50

33.50

23.50

支給対象地域

14,702 26,502

大阪府大阪市 人

東京都特別区
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 (4) 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

　　支給実績（平成２３年度決算） 千円

　　支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） 　円

　　職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） 　％

　　手当の種類（手当数） 種類

 市税又は国保税に関する、徴収、財産差押の事務に従事した場

合。

22

　一般職

 地上１０メートル以上の足場の不安定な場所で工事の検査、調

査、指導、監督等に従事した場合。

　医療職

 土木、建築又は電気に関する国家検定資格を有する職員が検

査、監督又は調査の業務に従事した場合。

 医師が病院外へ派遣されて嘱託医として診療を行った場合。

 現に供用している下水道人孔内で調査・検査に従事した場合。

　一般職

　技能労務職

　税務等事務手当

　伝染病疫病作業手当

　一般職

 伝染病患者（疑似患者を含む）の救護、物件の処理作業に従事し

た場合。

 保健福祉部の職員で、生活扶助に係る指導・相談・調査又は老人

福祉施設への入居措置に関する業務に従事した場合。

　一般職

　技能労務職

 つくし斎場における火葬に関する業務に従事した場合。

　一般職

　一般職

　技能労務職

 保健師が結核患者等の家庭を訪問し、当該患者等の保健指導の

業務に従事した場合。

 佐賀市災害本部が設置され、規則で定める気象条件の下におい

て災害対策のために屋外作業に従事した場合。

 公共事業に伴う土地、建物等の取得等の交渉業務に従事した場

合。

 死亡人の取扱作業に従事した場合。

 塵芥の収集及び処理等都市清掃作業の業務に従事した場合。

 し尿等の処理作業の業務に従事した場合

　一般職

　技能労務職

　医療職  日額350円

 道路、河川、橋梁等の土木現場作業の業務に従事した場合。

  廃棄物処理作業手当

　死亡人取扱作業手当

　社会福祉業務手当

　資格手当

　放射線取扱手当

　派遣診療手当

　高所作業手当

　保健指導業務手当

　道路、河川等現場作業手当

 診療放射線技師その他の職員がエックス線その他の放射線を人

体に対して照射する作業に従事した場合。

　医療職  検査技師等が検査業務に従事した場合。

 薬剤師が薬務業務に従事した場合。

　下水道人孔内作業手当

　薬業手当

　つくし斎場業務手当

 日額10,000円

 日額350円

 日額310円

　検査業務手当

　医療職

 日額550円（技師）

 日額230円（技師以外）

　用地交渉業務手当 　一般職

　一般職

　災害応急作業手当

　一般職

　技能労務職

　一般職

　技能労務職

 日額220円～320円

 日額290円

 月額

  2,400円～8,000円

 一体3,000円

 月額

　4,000円～5,000円

 日額350円

 日額370円

 日額250円

 日額520円～580円

 日額680円

 日額1,350円

 日額230円～290円

24,674

98,204

14.6

手当の名称 支給対象職員 主な支給対象業務 支 給 単 価

 (5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外勤務手当 には休日給を含みます。                                                                               

 看護師等が正規の勤務時間による勤務が午後１０時から翌朝午前

５時までの間になる看護の業務に従事したとき

493,453

321

 日額460円

支給実績（平成２２年度決算）

286

　医療職

 日額3,500～7,000円（医師）

 日額3,000～6,000円（医師以外）

　医療職

 日額350円

 日額150円

 緊急の呼び出しに応じて、正規の勤務時間外に診療等の業務に

従事したとき

 自動車運転手及び特殊な勤務に従事することを命ぜられた職員

が、これらの職務に従事した場合。

　緊急診療等手当

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）

　衛生センター汚泥

　分離層内清掃作業手当

　技能労務職

　医療職

　医療職

 薬剤師が薬務業務に従事した場合。

561,964

　特殊現場作業手当

　薬業手当

 衛生センター汚泥分離層内の清掃作業の業務に従事したとき

　夜間看護手当  日額2,400円

 日額460円

支給実績（平成２３年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

　技能労務職  衛生センター焼却炉整備作業業務に従事したとき

　衛生センター焼却炉整備

　作業手当

5



(6) その他の手当（平成２４年４月１日現在）(6) その他の手当（平成２４年４月１日現在）(6) その他の手当（平成２４年４月１日現在）(6) その他の手当（平成２４年４月１日現在）

　・配偶者 13,000円

　・配偶者以外の扶養親族  6,500円

　※配偶者がいない場合：

　　　　　　　　　　扶養親族１人目 11,000円

　※１６歳から２２歳までの子：

　　　　　　　　　　１人につき　 5,000円加算

　・借家、借間 支給限度額　27,000円

 ６カ月定期券代又は通勤距離に応じて支給

　　（通勤距離２ｋｍ未満は支給なし）

　・交通機関利用者（電車・バス等）：

支給限度額　55,000円

　・交通用具利用者（自動者・バイク等）：

2,200円～38,400円

　公署を異にする異動等に伴い転居し、やむを得

ない事情により配偶者と別居し、単身で生活する

ことを状況とする職員に支給

　・定額 23,000円

　・加算限度額 45,000円

　祝日法による休日等及び年末年始の休日等に

おいて、正規の勤務時間中に勤務した職員に

支給

　勤務１時間当たりの給与額×1.35×時間数

　正規の勤務時間として午後１０時から翌日の

午前５時までの間に勤務した職員に支給

　勤務１時間当たりの給与額×0.25×時間数

　宿日直勤務を命ぜられ勤務した職員に支給

　・一般の宿日直 4,200円

　・特別の宿日直 支給限度額　30,000円

　管理職手当てについては、次のとおり減額

措置を実施している。

①厳しい財政状況に鑑み、手当額の5～15％

を減額。

千円

との異同

支給職員１人当たり国の制度と

217,965 円

円―

3,923

同じ

同じ

― ―

手　当　名 内容及び支給単価

千円

平均支給年額

―

国の制度

　扶養手当

異なる内容

支給実績

円千円 ―

（２３年度決算）

千円　通勤手当

　休日給

同じ

同じ ―　住居手当

　宿日直手当 同じ

113,150

　夜勤手当 ―

（２３年度決算）

91,138

252,787 円

299,867 円

226,328

円

一部

異なる

71,616 円

交通用具

利用者の

距離区分

　単身赴任手当 同じ ― 696

千円 793,0003,965

千円 696

千円

を減額。

②50歳を超える6級以上の職員については、

さらに1.4％減額。

①の ②の

手当額 減額後 減額後

部長級 90,000円 76,500円 75,429円

副部長級 74,000円 62,900円 62,019円

本庁課長級 63,000円 56,700円 55,906円

参事等 48,000円 45,600円 44,961円

　・部長級 円

　・副部長級及び支所長 円

　・本庁課長及び副支所長 円

　・本庁参事（６級）及び支所課長 円

　・参事 円

　・診療所長 円

　・病院 院長 円

副院長（医療職） 円

主任医長 円

総看護師長、技術主幹等 円

（注）休日給の支給実績等 については、(5)時間外勤務手当をご覧ください。                                                                               

10,000

6,000

円

異なる

108,652支給額

円

異なる 千円

6,000

千円 169,250

6,000

12,000

9,000

5,000

　管理職手当

10,000

1,354

658,494

　管理職員特別

　勤務手当 6,000

8,000

支給額
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６　特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

※市長２０％、副市長１０％の減額措置中。（Ｈ18.1.1～Ｈ25.10.22）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

（平成２３年度　支給割合）

※減額後の給料月額により算出。

（平成２３年度　支給割合）

　　　　　（算定方式）

×50/100 円

663,000

628,800

445,000

360,000

備　　考

―

607,000

報

酬

給

料

区　　　分

940,000

議 長

1,039,000

副 市 長

議 長

820,000

738,000

副 議 長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　給料月額等

（参考）類似団体における最高／最低額

385,000

665,000

692,000 739,000

市 長 831,200 1,100,000

議 員 553,000

―

―

606,000

期

末

手

当

市 長

2.95 月分

副 市 長

2.95 月分

議 員

備　　考

副 議 長

（支給時期）

市 長 831,200 ×在職月数 19,948,800 任期毎

退

職

（１期の手当額）

×50/100 円

×30/100 円

※減額後の給料月額により算出。

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

任期毎10,627,200

備　　考

副 市 長

市 長 831,200 ×在職月数 19,948,800

738,000 ×在職月数

任期毎
職

手

当

7



７　職員数の状況７　職員数の状況７　職員数の状況７　職員数の状況

(1)部門別職員数の状況と主な増減理由(1)部門別職員数の状況と主な増減理由(1)部門別職員数の状況と主な増減理由(1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

業務増

事務の機械化

中心市街地活性化業務

被災地派遣、水問題対策

業務増、欠員補充

下水道事業の公営企業法適用

 ＜参考＞

　人口１万人当たり職員数 人

　　（類似団体の人口１万人当たり職員数　 人）

 ＜参考＞

　人口１万人当たり職員数 人

　　（類似団体の人口１万人当たり職員数　 人）

　

事務の統廃合縮小

事務の統廃合縮小

 ＜参考＞

　人口１万人当たり職員数 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(2)年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）

53.88

0

3

327

3 0

327

123 △ 1

215

0

71 74

0

主 な 増 減 理 由

△ 14

2

△ 23

事務の民間委託

45.33

63.04

0

△ 5

△ 3

△ 8

17

病　院

水　道

小　計

下水道

交　通

その他

74

382

1,845

96

[2,004]

210

0

44

合　　計

[2,004]

22

196

4228

10

188

0

206

平成２４年 平成２３年 増減数

6

127

50

182

127

1

計

　　　　　　　　区分

　部門

職　員　数
対前年

52

議　会

教育部門

12

232

122

農林水産

13

民　生

税　務

労　働

62.79

衛　生

商　工

1,270 1,248

土　木

2

消防部門

一

般

行

政

部

門

総　務

9496

小　計 1,480 1,463

44

60

359

88

1,839 △ 6

78.03

%

人人

５９歳 以上５１歳４７歳

５２歳 ５６歳４０歳

５５歳

４４歳 ４８歳 ６０歳

～

３９歳

人人 人人

215 1,83932233 177250102

３６歳

職員数

未満 ２３歳

3

人

～

２０歳 ２０歳 ２４歳

～

２８歳

～

人 人 人

区分

３２歳

計
～～～～～ ～

２７歳 ４３歳

267 26581 162

人 人

３５歳３１歳

52

人

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20

歳

未

満

20

｜

23

24

｜

27

28

｜

31

32

｜

35

36

｜

39

40

｜

43

44

｜

47

48

｜

51

52

｜

55

56

｜

59

60

歳

以

上

構成比
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(3)職員数の推移(3)職員数の推移(3)職員数の推移(3)職員数の推移

平成１９年

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

      ２　平成１９年度以前については合併前の旧市、旧町の合計職員数です。

平成２３年 平成２４年平成２１年 平成２２年平成２０年

一般行政 職員数 1,336 1,295

　　　　　　　　年度

　 部門別

1,273 1,252 1,2701,248

1,463

消　防

教　育 職員数 253 241 233 226

職員数

400 399 395 359382

一般会計計 職員数 1,589 1,536 1,506

公営企業等

会計

職員数 455

総合計 職員数 2,044 1,936

△ 66 (△ 4.9)

1,873

△ 1091,480

(△ 10.0)△ 205

△ 96

過去5年間

の増減数（率）

(△ 17.0)

(△ 21.1)

(△ 6.9)

210215

1,845 1,839

1,478

1,905

△ 43
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８　公営企業職員の状況８　公営企業職員の状況８　公営企業職員の状況８　公営企業職員の状況

　(1)　交通事業　(1)　交通事業　(1)　交通事業　(1)　交通事業

  　 ① 職員給与費の状況 ① 職員給与費の状況 ① 職員給与費の状況 ① 職員給与費の状況

　ア　決算

Ａ B Ｂ／Ａ

千円 千円 千円 　％ 　％

Ａ

　人 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、平成２４年３月３１日現在の人数です。

　イ　 特記事項

現在行っている給与の減額措置は、以下のとおりです。

　交通局長の給料の３０％を減額

　給料を３％減額

　管理職手当を２０％減額

 ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２４年４月１日現在） ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２４年４月１日現在） ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２４年４月１日現在） ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２４年４月１日現在）

歳 円

歳 円

(うちバス事業運転手）

22年度の総費用に占

める職員給与費比率

総費用に占める 　（参考）

職員給与費比率区　分

　総　費　用

純損益又は実 職員給与費

  質収支　

区　分

職員数 給 与 費 １ 人 当 た り

547,093 66.1 68.9

23年度

827,835 5,168

（参考）

類似団体：一般市(Ⅳ-1)

平均　１人当たり給与費給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与費　Ｂ／Ａ

23年度

千円

44 171,166 39,163 60,410 270,739 6,153 6,573

区　　分 平 均 年 齢 基 本 給 平 均 月 収 額

区分 減 額 措 置 内 容

特別職

一般職

円

市 町 村 平 均 46.3 324,977 512,662 円

佐 賀 市 交 通 局 47.8 336,451 510,657

区　　分

公 務 員

平均年齢 職員数 基本給 平均月収額

（Ａ）

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 円

円 円

（注）１ 「基本給」とは、給料及び扶養手当の合算額です。  

　　　2　「平均月収額」とは、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当などの全ての

　　　　諸手当を含んだ１人あたりの平均年収額を１２で除したものです。

　　　３　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。

        　（平成21年～23年の３ヶ年平均）

　　　４ 民間従業員データの基礎となる労働者は、①期間を定めずに雇われている労働者、②１か月を超える

　　　　期間を定めて雇われている労働者、③日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち

　　　　４月及び５月に、それぞれ１８日以上雇用された労働者のいずれかに該当する労働者（短時間労働者を

　　　　除く。）をいうが、本市データの基礎となる職員は、民間労働者の①に該当する職員のみであり、②又は

　　　　③に該当する職員（嘱託）はデータの基礎から除いています。

　　　５　民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している

　　　　ものではありません。

（Ａ）

504,702

市 町 村 平 均 46.7 51 312,238 501,271

佐賀市交通局 47.0 37 330,562

区　　分

民 間 参考

対応する民間 平均年齢 平均月収額

Ａ／Ｂ

の類似職種 （Ｂ）

1.81

市 町 村 平 均 ― ― ― ―

佐賀市

営業用

バス運転者

51.5 279,200

佐賀市交通局 6,056,424 3,350,700 1.81

区　　分

参　　　　考

年収ベース（試算値）の比較

公務員

（Ｃ）

民間

（Ｄ）

Ｃ／Ｄ
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 ③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況

　ア　期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成23年度） 　１人当たり平均支給額（平成23年度）

千円 千円

　（平成23年度 支給割合） 　（平成２３年度 支給割合）

　 期末手当 勤勉手当 　 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　 ５～１５％ ・役職加算　 ５～１５％

・管理職加算 ― ・管理職加算 ―

（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

　イ　退職手当（平成２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年

月分 月分 月分 月分

 勤続 ２５年 月分 月分  勤続 ２５年 月分 月分

 勤続 ３５年 月分 月分  勤続 ３５年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

　その他の加算措置 　その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算）

１人当たり平均支給額 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

　ウ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

2.60 1.35 2.60 1.35

佐 賀 市 交 通 局 佐 賀 市 （ 一 般 職 ）

1,373 1,376

23.50 30.55

1.45 0.65 1.45 0.65

33.50 41.34 33.50 41.34

佐 賀 市 交 通 局 佐 賀 市 （ 一 般 職 ）

 勤続 ２０年 23.50 30.55  勤続 ２０年

59.28 59.28 59.28 59.28

47.50 59.28 47.50 59.28

支給実績（平成23年度決算） 34,660

職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 707

- - 14,702 26,502

支給実績（平成22年度決算） 33,940

職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 693

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

　エ　その他の手当（平成２４年４月１日現在）

　・配偶者 円

　・配偶者以外の扶養親族 円

　※配偶者がいない場合：

　　　　　　　　　　扶養親族１人目 円

　※１６歳から２２歳までの子：

　　　　　　　　　　１人につき　 5,000円加算

　・借家、借間 支給限度額　27,000円

 ６カ月定期券代又は通勤距離に応じて支給

　　（通勤距離２ｋｍ未満は支給なし）

　・交通機関利用者（電車・バス等）：

支給限度額　55,000円

　・交通用具利用者（自動者・バイク等）：

2,200円～38,400円

　管理職手当てについては、次のとおり減額

措置を実施している。

①厳しい財政状況に鑑み、手当額の20％を減額。

②50歳を超える6級以上の職員については、

さらに1.4％減額。

①の ②の

手当額 減額後 減額後

副局長 74,000円 59,200円 58,371円

課長 63,000円 50,400円 49,694円

参事 48,000円 38,400円 37,862円

支給実績 支給職員1人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 制度との異同 制度との異同

一般行政職の 一般行政職の

　扶養手当

13,000

同じ ― 11,798 千円 円

6,500

11,000

（２３年度決算） の平均支給年額

（２３年度決算）

274,372

円　住居手当 同じ ― 1,904

　通勤手当 同じ ― 2,599

千円 317,333

千円 63,390 円

　管理職手当 異なる 支給額 0 千円 0 円
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　(2)　水道事業(2)　水道事業(2)　水道事業(2)　水道事業

  　 ① 職員給与費の状況 ① 職員給与費の状況 ① 職員給与費の状況 ① 職員給与費の状況

　ア　決算

Ａ B Ｂ／Ａ

千円 千円 千円 　％ 　％

Ａ

　人 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、平成２４年３月３１日現在の人数です。

　イ　 特記事項

現在行っている給与の減額措置は、以下のとおりです。

　水道局長の給料の10％を減額

　管理職手当を5～15％減額、50歳以上の特定職員の給料及び管理職手当を1.4％減額

 ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２４年４月１日現在） ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２４年４月１日現在） ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２４年４月１日現在） ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均年齢」は、１０進法で表示しています。  

　　　２　「基本給」とは、給料及び扶養手当の合算額です。  

　　　３　「平均月収額」とは、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当などの全ての

　　　　諸手当を含んだ１人あたりの平均年収額を１２で除したものです。

 ③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況

　ア　期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成２３年度） 　１人当たり平均支給額（平成２3年度）

千円 千円

佐 賀 市 水 道 局 佐 賀 市 （ 一 般 職 ）

1,527 1,376

佐 賀 市 上 下 水 道 局 44.0 360,988 546,981

市 町 村 平 均 45.4 358,043 528,316

区分 減額措置内容

特別職

一般職

区　　分 平 均 年 齢 基 本 給 平 均 月 収 額

23年度

千円

74 312,166 60,567 112,986 485,719 6,564 6,573

区　分

職員数 給 与 費 １ 人 当 た り
（参考）

類似団体：一般市(Ⅳ-1)

平均　１人当たり給与費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与費　Ｂ／Ａ

める職員給与費比率

23年度

3,737,795 737,897 611,786 16.4 16.0

区　分

　総　費　用

純損益又は実 職員給与費 総費用に占める 　（参考）

  質収支　 職員給与費比率 22年度の総費用に占

　（平成２３年度 支給割合） 　（平成２２年度 支給割合）

　 期末手当 勤勉手当 　 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　 ５～１５％ ・役職加算　 ５～１５％

・管理職加算 ― ・管理職加算 ―

（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

　イ　退職手当（平成２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年

月分 月分 月分 月分

 勤続 ２５年 月分 月分  勤続 ２５年 月分 月分

 勤続 ３５年 月分 月分  勤続 ３５年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

　その他の加算措置 　その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算）

１人当たり平均支給額 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成23年度に退職した職員に支給された平均額です。

59.28 59.28 59.28 59.28

116 28,126 14,702 26,502

33.50 41.34 33.50 41.34

47.50 59.28 47.50 59.28

 勤続 ２０年 23.50 30.55  勤続 ２０年 23.50 30.55

1.45 0.65 1.45 0.65

佐 賀 市 上 下 水 道 局 佐 賀 市 （ 一 般 職 ）

2.60 1.35 2.60 1.35
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　ウ　特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

支給実績（平成２３年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） 　％

手当の種類（手当数） 種類

　交替勤務手当

　危険手当

　選任手当

　下水道人孔内作業手当

　資格手当

　エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

　オ　その他の手当（平成２４年４月１日現在）

　・配偶者 円

支給実績（平成２２年度決算） 20,724

支給職員1人当たり

の平均支給年額

13,000

（２３年度決算）

土木等の国家検定資格を有す

る職員

一級土木施工管理技士 　月額　4,000円

支給実績（平成２３年度決算） 25,190

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） 340

法令により選任を必要とする職

務に従事し、管理者が指定した

職員

酸素欠乏危険作業主任者、特定化学物

質等作業主任者

　月額　3,000円

下水道工務課等に勤務する職

員

現に共用している下水道人孔内で調査・

検査に従事した場合

　日額　　370円

浄水課に勤務する交替勤務職

員

交替勤務に従事した場合 　１回　　550円

浄水課等に勤務する職員

高圧受電設備の保守等作業、劇毒物取

扱作業、酸欠の危険性を有する場所での

作業、異常気象下での応急作業、高所で

の作業に従事した場合

日額 180～350円

1,937

84,218

31.1

5

手当の名称 支給対象職員 主な支給対象業務 支 給 単 価

一般行政職の 支給実績

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） 280

手　当　名 内容及び支給単価 制度との異同 制度との異同 （２３年度決算）

一般行政職の

　・配偶者 円

　・配偶者以外の扶養親族 円

　※配偶者がいない場合：

　　　　　　　　　　扶養親族１人目 円

　※１６歳から２２歳までの子：

　　　　　　　　　　１人につき　 5,000円加算

　・借家、借間 支給限度額　27,000円

 ６カ月定期券代又は通勤距離に応じて支給

　　（通勤距離２ｋｍ未満は支給なし）

　・交通機関利用者（電車・バス等）：

支給限度額　55,000円

　・交通用具利用者（自動者・バイク等）：

2,200円～38,400円

　管理職手当については、次のとおり減額

措置を実施している。

①厳しい財政状況に鑑み、手当額の5～15％

を減額。 ※減額期間：Ｈ18.1.1～

②50歳を超える6級以上の職員については、

さらに1.4％減額。

①の ②の

手当額 減額後 減額後

副局長・副理事 74,000円 62,900円 62,019円

課長・所長 63,000円 56,700円 55,906円

参事 48,000円 45,600円 44,961円

　・副局長及び副理事 円

　・課長及び所長 円

　・参事 円

　正規の勤務時間として午後１０時から翌日の

午前５時までの間に勤務した職員に支給

　勤務１時間当たりの給与額×0.25×時間数

232,573 円

6,000

　夜間勤務手当 同じ ― 2,326 千円

― 5,686 千円 315,900

　管理職手当 同じ ― 4,507

13,000

11,000

千円 265,830 円

円8,000

千円 643,826 円

　管理職員特別

　勤務手当

9,000

同じ ― 0 千円 0

円

　通勤手当 同じ ― 3,864 千円 59,440 円

　住居手当 同じ

　扶養手当 同じ ― 13,292

6,500
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